
公   示 
 
 国土交通省共済組合北海道開発局支部が運営する室蘭開発建設部の施設において、国土交

通省共済組合北海道開発局支部の委託を受けて自動販売機（清涼飲料水）の営業を希望する

者の公募について、次のとおり公示する。 
 
 令和７年１１月１７日  
 
                     国土交通省共済組合 

                      北海道開発局支部長 遠藤 達哉 
 
１．対象者 
   国土交通省共済組合北海道開発局支部の委託を受けて、室蘭開発建設部の下記対象施

設において、自動販売機（清涼飲料水）の営業を希望する者 
 
２ 対象施設 

（１）苫小牧砂防海岸事務所 

所在地  苫小牧市字柏原３２－４０ 

使用面積 １．３５㎡程度（幅１．５ｍ×奥行き０．９ｍ） 

（自動販売機及び容器回収ボックス設置） 

設置台数 １台 

（２）苫小牧道路事務所 
所在地  苫小牧市日吉町２丁目１－５ 

使用面積 １．６２㎡程度（幅１．８ｍ×奥行き０．９ｍ） 

（自動販売機及び容器回収ボックス設置） 

設置台数 １台 

（３）室蘭道路事務所 
所在地  登別市大和町２丁目３４－１ 

使用面積 １．４４㎡程度（幅１．６ｍ×奥行き０．９ｍ） 

（自動販売機及び容器回収ボックス設置） 

設置台数 １台 

（４）苫小牧港湾事務所 
所在地  苫小牧市末広町１丁目１－１ 

使用面積 ２．００㎡程度（幅２．０ｍ×奥行き１．０ｍ） 

（自動販売機及び容器回収ボックス設置） 

設置台数 １台 

（５）胆振農業事務所 
所在地  勇払郡安平町早来栄町１３３－１０ 

使用面積 １．０４㎡程度（幅１．３ｍ×奥行き０．８ｍ） 

（自動販売機及び容器回収ボックス設置） 



設置台数 １台 

注）公募は、上記の対象施設毎に行う。 
 
３．申請内容等の個別説明 
   公示後、参加希望者は、以下に記す申請書等についての個別説明を必ず受けること。 
   説明日時は事前の申込みにより設定する。 
    説明日時  令和７年１１月１７日（月）から令和７年１２月１２日（金）まで 
          （土曜・日曜及び祝日を除く９時００分から１６時００分まで） 
    説明場所  室蘭開発建設部 総務課 
    申込先   室蘭開発建設部 総務課 課長補佐 門 電話 0143-25-7058 

    申込期間  公示後から令和７年１２月１１日（木）まで 
 
４．営業条件等 

別紙のとおり 
 
５．参加資格要件 
      室蘭開発建設部別紙設置箇所において、自動販売機（清涼飲料水）の営業を希望する

者で、以下の要件を満たす者。 
 （１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人   

である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事   

等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 
  （２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害      

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。 
  （３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな 
      ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者で   

はないこと。 
  （４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど   

している者ではないこと。 
  （５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者では   

ないこと。 
  （６）暴力団又は暴力団員及び（２）から（５）までに定める者の依頼を受けて公募に参   

加しようとする者でないこと。 
 （７）申請書等の交付を受け、「３．申請内容等の個別説明」に示す説明を受けた者 
 （８）提出書類一覧に定める関係書類を全て提出した者 
 
６．申請書等受付 
   受付期間  令和７年１１月１７日（月）から令和７年１２月１２日（金）まで 



         （土曜・日曜及び祝日を除く９時００分から１６時００分まで） 
   受付場所  室蘭開発建設部 総務課 
 
７．提案に関するヒアリングの有無 
   提案内容についてヒアリングが必要な場合は、令和７年１２月１６日（火）までに連 
  絡するので、提案内容のヒアリングを受けること。 

  ヒアリング日時  令和７年１２月１６日（火）時間は調整の上、設定する。 
  ヒアリング場所  室蘭開発建設部 総務課 

 
８．委託業者の決定方法 
   提案内容及び経営実績等を総合的に審査の上、委託業者の可否を決定する。 
 
９ その他留意点 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）申請書等の作成及び提出並びにヒアリングに要する費用は、申請者の負担とする。 

（３）上記の「６．申請書等受付」に記載している受付期間終了までに室蘭開発建設部総

務課に到達しなかった提案書は、いかなる理由をもっても受け付けない。 

（４）提案書提出後（提案書の特定後を含む。）における提案書の差替え及び再提出並び 

  に記載内容の変更は、原則として認めない。 

（５）提出された提案書は、当該申請者に無断で二次的に使用することはない。 

（６）申請書等に虚偽の記載があった場合は、当該申請書等を無効とする。 

（７）特定しなかった提案書について、返戻を希望する場合は、その旨、申出すること。 

（８）特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平

成１１年法律第４２号）第３条の規定に基づき、開示請求があった場合は、当該企業

等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場

合がある。 

（９）特定された者は、企画競争実施の結果、最適な者として特定したものであり、会計

法令に基づく契約手続の完了までは、契約関係は生じない。 

（10）提案書を特定しなかった応募企業に対しては、当該提案書を特定しなかった理由を

付し、書面で通知する。 

（11）上記（10）の説明は、実施部局として説明責任を果たす趣旨であり、別途行われる

特定手続や契約手続の執行を妨げるものではない。 

 

１０．照会先 

     室蘭市入江町１番地１４ 室蘭開発建設部総務課 

     電話（０１４３）２５－７０５８（内線２１８） 担当 門 眞司 
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営  業  条  件 

 

【自動販売機】 

項  目 営  業  条  件 

施 設 の 目 的 室蘭開発建設部に勤務する組合員の福利厚生の増進のため、良質で低廉

な物資の提供とサービスを行い、組合員の利便に資することを目的とする。 

販 売 の 方 法   自動販売機による販売とする。 

設 置 場 所  室蘭開発建設部苫小牧砂防海岸事務所庁舎１階 １台 

 室蘭開発建設部苫小牧道路事務所庁舎１階 １台 

 室蘭開発建設部室蘭道路事務所庁舎１階 １台 

 室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所庁舎１階 １台 

 室蘭開発建設部胆振農業事務所庁舎１階 １台 

販 売 品 目  上記設置場所に自動販売機（清涼飲料水）の設置を希望する。 

 販売する商品の選択に当たっては、組合員のニーズを的確に把握し、その

需要に十分配慮すること。 

営業開始予定日  令和８年４月１日（水）予定 

※予定日であり、実際の営業開始日及び自動販売機の設置月日は協議の上、

決定する。 

契 約 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。契約は、必要に

応じて原則として、同一の条件により一度に限り更新することができる。 

衛 生 管 理 等
 

  営業に当たっては食品衛生法等の法令及び規則を遵守し、衛生管理及び

安全管理は受託業者において全責任を負うものとする。   

施 設 使 用 料
 

  施設使用料は徴収しない。 

光 熱 水 料 等
 

 施設経営に伴う光熱水料等諸経費については、受託業者がこれを負担す

る。なお、負担額算定のため、受託業者は使用量測定計器を設置するものと

する。 

報 告 事 項 等   収支計算書、売上月計表、損益計算書 

庁舎への出入等   庁舎の管理に関する規程に従うものとする。 

目的外使用等の 

禁     止 

  使用を許可された施設の第三者への譲渡、貸与及び使用目的以外の使用

は禁止する。 

そ  の  他 ① エネルギー消費効率が別表１に示された区分毎の算定式を用いて算出

した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。 

② 冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。 

③ 別表２に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされているこ

と。また、環境配慮設計の実施状況については、その内容がウェブサイ

ト、環境報告書等により公表され、容易に確認できること。 

④ 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の

含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。 

⑤ 飲料容器の回収箱を設置するとともに、容器の分別及びリサイクルを

実施すること。 

⑥ 使用済自動販売機の回収リサイクルシステムがあり、リサイクルされ

ない部分について適正処理されるシステムがあること。 

⑦ 施設の営業に当たり、保健所等への申請又は届出が必要な場合は受託

業者が行うこと。 

⑧ 自動販売機の運営については、善良なる管理者の注意義務をもって、こ

れに当たること。 

⑨ 自動販売機の運営に係る従業員の身分保障、健康管理及び服務規律は



 

受託業者の責任において実施すること。 

⑩ 契約期間経過後は、速やかに施設等の原状回復を行うこと。 

⑪ 本条件に記載のない項目については、別途協議する。 



別表１ 飲料自動販売機に係る基準エネルギー消費効率算定式 

区   分 
基準エネルギー 

消費効率の算定式 
販 売 す る 

飲料の種類 
自動販売機の種類 

缶・ボトル 

飲料 

コールド専用機又はホットオアコールド機 E=0.218V+401 

ホットアンドコールド機（庫内奥行寸法が 400mm 未

満のもの） 
E=0.798Va+414 

ホットアンドコー

ルド機（庫内奥行寸

法が 400mm 以上のも

の） 

電子マネー対応装置のない

もの 
E=0.482Va+350 

電子マネー対応装置のある

もの 
E=0.482Va+500 

紙容器飲料 

A タイプ（サンプル

を使用し、商品販売

を行うもの） 

コールド専用機 E=0.948V+373 

ホットアンドコールド機（庫

内が 2 室のもの） 
E=0.306Vb+954 

ホットアンドコールド機（庫

内が 3 室のもの） 
E=0.630Vb+1474 

B タイプ（商品その

ものを視認し、商品

販売を行うもの） 

コールド専用機 E=0.477V+750 

ホットアンドコールド機 E=0.401Vb+1261 

カップ式飲料 － 
E=1020[T≦1500] 

E=0.293T+580[T>1500] 

 
備考） 

 
１ 「コールド専用機」とは、商品を冷蔵して販売するためのものをいう。 
２ 「ホットオアコールド機」とは、商品を冷蔵又は温蔵どちらか一方にして販売す

るためのものをいう。 
３ 「ホットアンドコールド機」とは、自動販売機の内部が仕切壁で仕切られ、商品

を冷蔵又は温蔵して販売するためのものをいう。 
４ E,V,Va,Vb 及び T は、次の数値を表すものとする。 

E：基準エネルギー消費効率（単位：kWh/年） 
V：実庫内容積（商品を貯蔵する庫室の内寸法から算出した数値をいう。）（単位：L） 
Va：調整庫内容積（温蔵室の実庫内容積に 40 を乗じて 11 で除した数値に冷蔵室の

実庫内容積を加えた数値をいう。）（単位：L） 
Vb：調整庫内容積（温蔵室の実庫内容積に 40 を乗じて 10 で除した数値に冷蔵室の

実庫内容積を加えた数値をいう。）（単位：L） 
T：調整熱容量（湯タンク容量に 80 を乗じた数値、冷水槽容量に 15 を乗じた数値

及び貯氷量に 95 を乗じて 0.917 で除した数値の総和に 4.19 を乗じた数値）（単
位：kJ） 

５ エネルギー消費効率の算定法については、「自動販売機のエネルギー消費性能の
向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」（平成 19 年経済
産業省告示第 289 号）の「３ エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。 

 
出典：環境省「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」 

  



別表２ 飲料自動販売機に係る環境配慮設計項目 

目  的 評価項目 評価基準 

リデュース 

（省資源化） 

使用資源の削減 製品の質量を削減抑制していること。 

再生材の使用 再生材の使用を促進していること。 

製品の長寿命化 

オーバーホール、リニューアルへの配慮を

していること。 

製品の分解・組立性への配慮・改善をして

いること。 

修理・保守性への配慮をしていること。 

消費電力量の削減 

製品の消費電力量の抑制が図られている

こと。設置条件、設定条件の適正化等の運

用支援を行っていること。 

リユース（再使用化） 

リユース部品の選定 
リユース部品について設計段階から選定

し、共通化・標準化に配慮していること。 

製品での配慮 
リユース対象部品の分解・組立性に配慮し

ていること。 

部品のリユース設計 
リユース対象部品への表示、清掃・洗浄、

与寿命判定の容易性に配慮していること。 

リサイクル 

（再資源化） 

材料 

リサイクル可能な材料を選択しているこ

と。 

プラスチックの種類の統一化及び材料表

示を行っていること。 

リサイクル困難な部材の使用削減を図っ

ていること。 

分解容易性 
事前分別対象部品の分解容易性に配慮し

ていること。 

 

出典：環境省「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」 



 

提出書類一覧 

【提出書類】 提出部数 備 考 

（１）
 北海道開発局支部室蘭開発建設部施設（自動販売機（清涼飲

料水））営業申請書
 １部

 
様式１

 

（２）
 
会社概要

 
１部

 
様式２

 

（３）
 
過去３年間における社会的信用失墜行為の有無

 
１部

 
様式３

 

（４）
 
店舗別営業開始日一覧表

 
１部

 
様式４

 

（５）
 
過去３年間の保健所からの指導事項及び改善措置状況

 
１部

 
様式５

 

（６）
 
過去３年分の法人税（法人の場合）、所得税（個人の場合）、

消費税及び地方消費税に係る納税証明書（その３の２又は３

の３） 

１部
 

 

（７）
 法人の場合 → 商業登記簿謄本 

個人の場合 → 身分証明書（市町村発行） 
１部

  

（８）
 
経営規模等調査票

 
１部

 
様式６

 

 

（９） 

直近３年分の決算書 

法人の場合 → 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書 

個人の場合 → 決算等財務状態が確認できる書類 

 

１部 

 

 

（10）
 

暴力団排除に関する誓約書
 

１部
 

様式７
 

（11）
 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての

適合状況 
１部

 
様式８

 

（12）
 
提案書 記載内容は別添のとおり １部

  

（13） 販売品目と価格設定 １部 様式９ 

（14）
 

収支計画書
 

１部
 

様式 10 



 

                                                                    （様式１） 

 

                                                     令和    年    月    日 

 

 国土交通省共済組合 

    北海道開発局支部長 遠藤 達哉 殿 

 

                                   （申請者） 

                                     郵便番号 

                                     住  所 

 

商号又は名称 

                                     代表者氏名                           印 

 

                                     担当者氏名 

                                     電話番号            

 

 

 

 

 

北海道開発局支部室蘭開発建設部施設（自動販売機（清涼飲料水））営業申請書 

 

 

室蘭開発建設部施設（自動販売機（清涼飲料水））において営業を希望しますので、関

係書類を添えて申請します。 

なお、この申請書及び関係書類の記載事項については、事実と相違しないことを誓約し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊申請印は実印を使用すること。 



 

                                                                  （様式２） 

 

会   社   概   要 

 

商 号 又 は 名 称 
 

 

所 在 地 
 

 

創 業 開 始 年 月 日 
 

 

資 本 金 等                    千円 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 色 

 

 

 

 

 

 

 

主 な 営 業 区 域 
 

 

役 員 数 
 

 

 

従 業 員 数 

 

正社員    名、準社員    名、 

パート    名 

その他    名 

 

 

特 記 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

  ※:会社概要に係るパンフレット類がある場合には１部添付すること。 



 

                                 （様式３） 

 

 

過去３年間における社会的信用失墜行為の有無 

 

 発 生 年 月 日 具 体 的 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※:該当がない場合には、必ず「該当なし」と記入すること。 



 

                                  （様式４） 

 

店舗別営業開始日一覧表 

 

店舗名（官署名） 所在市町村 営業開始年月 備 考 

 1 
         

 

        

 

       

 

       

 

 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

 

   

※主な店舗を１０まで記入すること。なお官公庁に設置している場合は、必ず記入する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 （様式５） 

 

 

過去３年間の保健所からの指摘事項及び改善状況 

 

 発 生 年 月 日 具 体 的 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※:該当がない場合には、必ず「該当なし」と記入すること。



 

                                          （様式６） 

経 営 規 模 等 調 査 票 

                                     令和  年  月  日 

 商号又は名称  本社（店）所在地  

 

 

 

経 

 

営 

 

規 

 

模 

 

年 

間 

売 

上 

高 

令和 4 年度分 

R4.1～R4.12 

令和 5 年度分 

R5.1～R5.12 

令和 6 年度分 

R6.1～R6.12 

合  計 

 

年間平均 

 

            千円             千円 

 

            千円 

 

         千円 

 

         千円 

 

 

 

自
 

己
 

資
 

本
 

金
 

 

区    分 直前決算時 余剰（欠損）金処分 合    計 

資    本    金                千円                千円                千円 

新 株 式 払 込 金 等                千円                千円                千円 

準 備 金 ・ 積 立 金                千円                千円                千円 

次期繰越利益（損失）金                千円                千円                千円 

合    計                千円                千円                千円 

従 業 員 数 

（常時勤務する従業員数） 

従業員総数 

               人 

店 舗 総 数 １店舗平均従業員数 

                 人 

 

 

 

経 

 

 

営 

 

 

状 

 

 

況 

 

 

 

経 

 

 

営 

 

 

比 

 

 

率 

 

 

流 

動 

比 

率 

 

区 分 

 

  令和 4 年度 

  決 算 時 

  令和 5 年度 

  決 算 時 

  令和 6 年度 

  決 算 時 

合  計 

 

３年間平均 

 

流動資産           千円           千円           千円           千円          千円 

流動負債           千円           千円           千円           千円          千円 

   ３年間平均流動資        千円   ×１００＝         ％ 

   ３年間平均流動負債        千円 

総 

資 

本 

経 

常 

利 

益 

率 

区 分   令和 4 年度 

  決 算 時 

  令和 5 年度 

  決 算 時 

  令和 6 年度 

  決 算 時 

合  計 ３年間平均 

経常利益           千円           千円           千円           千円          千円 

総資本            千円           千円           千円           千円          千円 

   ３年間平均経常利益        千円   ×１００＝         ％ 

   ３年間平均総資産        千円 

営業年数 創 業 休業（廃業）の期間 現組織への変更 営業（経験）年数 

   年  月    年 月～  年 月         年  月             年 

 

衛 

生 

管 

理 

状 

況 

 調理師の配置状況     

 

総 人 数 総 店 舗 数 １店舗平均人数 

   

 栄養士の配置状況 総 人 数 総 店 舗 数 １店舗平均人数 

   

 保健所等からの 

 表彰状況 

過去３ヶ年の総回数 表彰店舗総数 表彰店舗数平均 

   

 保健所等からの 

 指摘状況 

過去３ヶ年の総回数 指摘店舗総数 指摘店舗数平均 

   

＊直近３カ年の決算書に基づき記入すること。 



 

                                    （様式７） 

 

暴力団排除に関する誓約書 

 

 

                             令和  年  月  日 

 

 国土交通省共済組合 

   北海道開発局支部長 遠藤 達哉 あて 

 

 

                                  住所 

                                  商号又は名称 

                                  代表者氏名                 印 

 

 

 私は、下記の事項について誓約します。 

 

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理

事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

（２）役員等が自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこ

と。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者

ではないこと。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている者ではないこと。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で

はないこと。 

（６）暴力団又は暴力団員及び（２）から（５）までに定める者の依頼を受けて公募に

参加しようとする者ではないこと。 

 

 

 

 

 ＊届出印は実印を使用すること。 



 

                                    （様式８） 

 

ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況 

 

１．女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等 

 

○プラチナえるぼしの認定を取得している。      【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○えるぼし３段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」 

の基準を満たしている。              【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○えるぼし２段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」 

の基準を満たしている。              【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○えるぼし１段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目３：労働時間等の働き方」 

の基準を満たしている。              【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を策定・届出をしてお 

り、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。 【 該当 ・ 該当しない 】 

 

２．次世代育成支援対策推進法に基づく認定等 

 

○「プラチナくるみん認定」を取得している。     【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○「くるみん認定」（令和７年４月１日以降の基準）を取得している。 

                          【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○「くるみん認定」（令和４年４月１日から令和７年３月 31 までの基準）を取得してい 

る。                       【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○「トライくるみん認定」（令和７年４月１日以降の基準）を取得している。       

【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○「くるみん認定」（平成 29 年４月１日から令和４年３月 31 までの基準）を取得してい 

る。                       【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○「トライくるみん認定」（令和４年４月１日から令和７年３月 31 までの基準）を取得 

している。                    【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○「くるみん認定」（平成 29 年３月 31日までの基準） 

を取得している。                 【 該当 ・ 該当しない 】 

 

○一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限る。）を令和７年４月１日以 



 

後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が 100 人以下である。 

【 該当 ・ 該当しない 】 

 

３．青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 

 

○「ユースエール認定」を取得している。       【 該当 ・ 該当しない 】 

 

注１：１～３の全項目について、該当するものに○を付けること。 

注２：それぞれ、該当することを証明する書類（認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定

・変更届（都道府県労働局の受領印付）の写し）を添付すること。 

注３：「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」（平成 28

年９月 26日内閣府男女共同参画局長決定）第２条に規定する対象外国法人にあっては、

同要綱第６条に規定する内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し

を添付すること。 



 

別 添 

提 案 書 の 記 載 内 容 
１ 設置する自動販売機の内容（パンフレット等がある場合には１部添付すること。） 

２ 設置する自動販売機で販売する商品 

      自動販売機で販売する商品について、（様式９）に記入すること。 

３ 自動販売機の収支計画 

      自動販売機の収支計画について、（様式 10）に記入すること。 

４ 官公庁での実績 

   官公庁での営業実績について、（様式４）に記入すること。 

５ クレーム等への対応 

      故障時の連絡体制や対応方針等について記載すること。 

６ 安全・食品衛生 

      安全・衛生を保つための方策等について記載すること。 

７  省エネルギーへの配慮 

   消費電力量を抑えた自動販売機の設置など、省エネルギーに配慮している点について記載

すること。 

８  廃棄物回収・処理方法・工夫 

      自動販売機で販売する商品や梱包等から発生する廃棄物（飲料水の容器等）について、回 

  収・処理方法・工夫について記載すること。 

９ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況 

   ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、（様式８）に記入

すること。 

10 その他利用者の利便性に配慮した工夫等 

提案があれば記載すること。 

※２、３、４、９については様式に記入し、その他については任意の様式に簡潔に記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 （様式９） 

 

販売品目と価格設定 

設置施設          

分 類 メーカー 商品名 形状 容量（ml） 定価(円) 販売価格(円) 備 考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  【記載例】      

ミネラルウォーター ○○(株) ●●●● ＰＥＴ 500 ※※※ ＠＠＠  

コーヒー飲料 △△(株) ▲▲▲▲ 缶 250 ＃＃＃ ？？？  

        

※自動販売機で販売する商品について記入してください。 

※商品は分類ごとに記入してください。 



 

                                                                   

（様式 10） 

収 支 計 画 書 

                            設置施設            

 

 
 2026 年 4 月 1日～ 

 2027 年 3 月 31 日  

 2027 年 4 月 1日～ 

 2028 年 3 月 31 日  

 2028 年 4 月 1日～ 

 2029 年 3 月 31 日  

売上高 Ａ 
円 円 円 

売上原価 Ｂ 
円 人 人 

売上総利益 Ｃ（Ａ－Ｃ） 
円 円 円 

販売費・一般管理費 Ｄ 
円 円 円 

営業利益 Ｅ（Ｃ－Ｄ） 
円 円 円 

備考 
円 円 円 

※売上高の根拠となる年間売上数を次のとおり備考欄に記入してください。 

 年間売上数 ○○本／月 × １２月 ＝ △△△本 



（案） 
 

自動販売機経営委託契約書 
 

国土交通省共済組合北海道開発局支部長 遠藤 達哉（以下「委託者」という。）は、●●株式会
社 代表取締役社長 ●● ●（以下「受託者」という。）と国土交通省共済組合北海道開発局支部室
蘭開発建設部自動販売機の経営を委託することに関し、次のとおり契約を締結する。 
 
第１条 委託者は、北海道開発局室蘭開発建設部の施設に勤務する国土交通省共済組合の組合員の

福祉の増進に資する目的をもって、組合員等に良質かつ低廉な物資の提供をするため、自動販売機
の経営を受託者に委託する。 

２  受託者は、自動販売機の経営に当たり、関係法令、規則を遵守するとともに、共済組合の委託業
者としての品位及び秩序の保持に努め、前項の趣旨に沿うよう最善の努力をしなければならない。 

３  受託者は、業務の履行に当たって知り得た秘密や個人情報を、第三者に漏らし、又は他の目的に
利用してはならない。 

第２条 受託者は、自動販売機の経営の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は請け負わせてはな
らない。 

第３条 委託者は、別途、覚書に定めるところにより、国の施設及び物品（以下「施設等」という。）
を受託者の使用に供する。 

２ 受託者は、委託者から貸与される施設において増改築等に伴い移設が必要となった場合は、受託
者の負担において移設を行うこととする。 

第４条 受託者は、善良な管理者の注意をもって施設等を使用し、特に火災及び盗難の予防に万全を
期するものとする。 

２  受託者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を滅失又はき損したときは、委託者の定める
ところにより、損害を賠償しなければならない。 

第５条 受託者は、施設等の全部若しくは一部を第三者に貸与し、又は利用させ、若しくは自動販売
機以外の用に供してはならない。 

第６条 受託者は、施設等について、その使用計画を変更し、又は修繕、模様替え等の行為をしよう
とするときは、あらかじめ文書をもって委託者の承認を受けなければならない。 

第７条 受託者は、販売品目の種類、内容、価格等を定めようとする場合は、文書をもって委託者の
承認を受けるものとし、その詳細は別途、覚書の定めるところによる。 

第８条 受託者は、受託者の取り扱う商品の適正な管理を行い、その商品及び管理の一切の責に任ず
るものとする。 

２ 受託者は、その責に帰する事由により職員等の保管物品をき損又は滅失した場合は、その職員等
に対して損害を賠償しなければならない。 

第９条 受託者は、自動販売機の経営に使用する従業員の身元保証、健康管理、就業等のすべての事
項に関して、その責に任ずるものとする。 

２  委託者は、保健衛生及び風紀その他の理由により、必要と認めるときは、受託者の従業員の就業
禁止、その他必要な措置を講ずることができる。 

第１０条 受託者は、自動販売機の経営に伴う次の経費を負担するものとする。 
光熱水料、人件費、保健衛生費、備品費、被服費、消耗品費、公租公課、施設等にかかる通常の補



（案） 
 

修費、その他自動販売機の経営に必要な費用。 
２  委託者は、受託者から施設等の使用料は徴収しない。 
第１１条 委託者は、受託者に対し自動販売機経営の委託に伴う報酬、その他いかなる対価をも支払

わない。 
第１２条 受託者は、経営上の商取引について、一切自己の名義でこれを行い、委託者の名義を使用

し、また、これを冠用しないものとする。 
２  受託者は、経営上の商取引その他の対外関係について、委託者の信用を損なうような行為を行わ

ないとともに営業に伴う一切の結果について責任を負うものとする。 
３  受託者は、この契約に違反して委託者に損害を与えたときは、委託者の定めるところによりその

損害を賠償しなければならない。 
第１３条 受託者は、営業を開始するとき及び契約を更新するとき並びに委託者が必要と認めると

きは、原価見積書（別紙様式第 1 号）を委託者に提出するものとする。 
２ 受託者は、売上月計表（別紙様式第２号）、毎月の収支計算書（別紙様式第３号）を翌月１０日

までに委託者に提出するものとする。 
３ 受託者は、事業年度末の損益計算書（別紙様式第４号）を翌事業年度の５月３１日までに委託者

に提出するものとする。 
４  委託者は、自動販売機の経営状況について、毎年度末及び必要と認めるときは監査をし、改善を

指示することができる。 
５  委託者は、施設等の使用状況又は現状等について随時実地調査をし、報告を求め、その施設等の

維持、保全又は使用の方法等について指示することができる。 
第１４条 委託者は、受託者の企業努力に基づき発生する適正な利潤以上に利益が生じるときは、販

売商品の価格を検討し、その改正を指示することができる。 
第１５条 この契約の有効期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。契約は、

必要に応じて原則として、同一の条件により一度に限り更新することができる。 
第１６条 委託者は、この契約の有効期間中といえども、受託者がこの契約に定める義務を履行しな

かったときは、この契約を解除することができる。 
２ 委託者は、受託者が次のいずれかに該当する場合には、直ちにこの契約を解除することができる。 

ア 役員等（受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者
が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営
に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員である
と認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある
いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると
認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。 



（案） 
 

カ 受託者が本契約の履行に関して締結する契約（以下「受託者の契約」という。）に当たり、そ
の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと
認められるとき。 

キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を受託者の契約の相手方としていた場合に、
委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 

３ 受託者は、委託者に対し前２項の契約の解除による異議の申し立て、営業権の補償等の損害賠償、
その他一切の請求をすることができない。 

第１７条 委託者及び受託者のいずれか一方が、自己の都合により契約を解除しようとするときは、
２か月前に文書をもって申し立て、この契約を解除することができる。 

第１８条 契約期間が満了したとき又は前２条の規定により、この契約が解除されたときは、受託者
は、委託者の定めるところにより施設等を原状に回復して返還しなければならない。 

２  前項の場合において、受託者はこの契約に基づき投じた有益費等一切の費用があっても、これを
委託者に請求し、又は異議の申し立て、損害賠償、その他一切の請求をすることができない。 

第１９条 この契約について、甲乙協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は委託者と受託
者との間に紛争が生じたときは、両者の協議により選出した第三者に解決のあっせんを求めるも
のとする。 

２ 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、委託者及び受託者の平等の負担とする。 
第２０条 この契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 
第２１条 この契約に定めるもののほか、必要な細部事項については、覚書に定める。 
第２２条 この契約書に定めていない事項については、必要の都度、委託者と受託者とが協議して定

めるものとする。 
 
 上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、委託者及び受託者双方が記名押印のうえ、
各自１通を保管するものとする。 
 

令和  年  月  日 
 

委託者  札幌市北区北８条西２丁目 
          国土交通省共済組合 

北海道開発局支部長 遠藤 達哉 
 
 

受託者  住 所   
                 氏 名   



別紙様式第１号

（単位：円）

材料名 単価 数量 金額

住 　所

会社名

販売価額 摘要

原  価  見  積  書

製品名 労務費
材料費

経費 計



別紙様式第２号

　　　年　　　月
（単位：円）

数量 単価 金額

住 　所

会社名

売  上  月  計  表

区　　分
売　　上　　高

摘要



別紙様式第３号

　　　年　　　月分

（単位：円）

借　　　　　方 勘　定　科　目 貸　　　　　方

住 　所

会社名

収  支  計  算  書



別紙様式第４号

（単位：円）

科　　　　目 金　　　額 科　　　　目 金　　　額

住 　所

会社名

令和　　　年度　　損益計算書

損　　　　　失 利　　　　　益



（案） 
 
 

覚    書 
 
 
 令和  年  月  日付け国土交通省共済組合北海道開発局支部室蘭開発建設部自動販売機経
営委託契約書第３条、第７条及び第２１条に基づく附帯事項を次のとおり約定する。 
 

記 
 
 １ 受託者に貸与する施設は、別紙１（目録・図面）に記載したとおりとする。 
  
 ２ 販売品目及び価格は、別紙２のとおりとする。 
  
 ３ 販売商品、見本及び価格は、一定の場所に表示すること。 
 
 ４ 受託者の負担する光熱水料は、使用料相当額を負担すること（基本料金を除く）。 
 
 ５ 受託者が提出する書類については、国土交通省共済組合北海道開発局支部室蘭開発建設部所

属所を経由して提出すること。 
 
 ６ その他必要のある事項は、委託者と受託者とが協議して定める。 
 
 
 令和  年  月  日 
 
 
                        委託者  札幌市北区北８条西２丁目 
                   国土交通省共済組合 
                            北海道開発局支部長 遠藤 達哉 
 
 
                        受託者  住 所 
                                  氏 名 
 
 
 
 
 
 



（案） 
 
 

別紙１  
 

貸与する施設 
 

区分 名   称 数量・面積 所  在  地 備 考 

 
 
  Ａ 建物 

  １      ㎡  自動販売機 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（案） 
 
 

別紙２  
 

販売品目及び価格 
 
 物件名 室蘭開発建設部 ●●事務所  

販売品目 価  格 備  考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


